
下記の要件のに該当し、対象事業所に正規雇用、または短時間雇用されるとともに、市内
の路線や区域で運転勤務し、３か月以上経過した方

○萩市に住民登録のある方、または就業後に萩市に移住する意思を有する方

○令和７年３月１日以降に、対象事業所で就業を開始し、申請後も引き続いて勤務する
意思を有する方

※就職時点で第二種運転免許証を取得していない方は、申請までに取得すること
※１年前まで対象事業所に、また２年前まで同じ事業所に勤務していないこと、など

補助対象者

どなたでも利用が可能な公共交通を運行する事業者で、下記に該当する事業所

○萩市内を運行するバス路線を有するバス事業者（貸切バスなどは対象外）

○萩市内に所在するタクシー事業者（ハイヤー運転手や福祉タクシーなどは対象外）

対象事業所

（令和７年３月１日現在）

就職後、３か月または１２か月を経過した後、申請書兼請求書に必要書類を添付し、
郵送または持参により、萩市商工振興課（0838-25-3583）へ提出

※詳しくは、萩市ホームページ（商工振興課ページ）をご覧ください

申請方法

○正規雇用の方（６５歳未満で無期雇用の方、３０時間以上の勤務。社会保険に加入）

・就業開始から３か月を経過したとき ２０万円

＋採用時に４９歳以下の場合 １０万円加算

＋タクシー運転手で深夜勤務する場合 １０万円加算

・就業開始から１２か月を経過したとき １０万円

○短時間雇用の方（原則１５時間以上の勤務）

・就業開始から３か月を経過したとき ５万円

※支給は１回限り。２年以内での退職や転出の場合、返還規定があります

奨励金額

萩市バス・タクシー
運転士就職奨励金
萩市バス・タクシー
運転士就職奨励金

505030～30～

最大最大

万円万円

萩市の公共交通の担い手となる人材を確保するため、市内で新たに

バス・タクシーの運転士として就職される方に奨励金を交付します。

深夜勤務：午後１０時～
翌日の午前５時までの時
間帯が含まれている勤務
日が、週のうち概ね２日
以上あること

市内を運行するバス・タクシーの
運転士になりませんか？
市内を運行するバス・タクシーの
運転士になりませんか？

※正規雇用、49歳以下、
深夜タクシー勤務ありの場合

※予算の範囲内での交付と
なります

※正規雇用、49歳以下、
深夜タクシー勤務ありの場合

※予算の範囲内での交付と
なります
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